
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

条

例

○
福
島
県
森
林
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
東
日
本
大
震
災
災
害
廃
棄
物
処
理
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

三

○
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

条

例

福
島
県
森
林
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
東
日
本
大
震
災
災
害
廃
棄
物

処
理
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
工
業
用

水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
条
例
第
六
十
一
号

福
島
県
森
林
環
境
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
森
林
環
境
税
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
平
成
三
十
二
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
各

連
結
事
業
年
度
」
を
「
各
通
算
親
法
人
事
業
年
度
」
に
、
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
五

十
二
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
各
連
結
事

業
年
度
」
を
「
各
通
算
親
法
人
事
業
年
度
」
に
、
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
五
十
二
条

第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
税

務

課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
二
号

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
福

島
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
泉
崎
村

中
島
村
」
を
「
泉
崎
村
」
に
、
「
塙
町

鮫
川
村

石
川
町
」
を
「
塙
町
」

に
、
「
小
野
町

広
野
町
」
を
「
小
野
町
」
に
、
「
双
葉
町

飯
舘
村
」
を
「
双
葉
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
西
郷
村
」
を
「
西
郷
村

中
島
村
」
に
、
「
矢
祭
町
」
を
「
矢
祭
町

鮫
川
村

石

川
町
」
に
、
「
三
春
町
」
を
「
三
春
町

広
野
町
」
に
、
「
新
地
町
」
を
「
新
地
町

飯
舘
村
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
然
保
護
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
三
号

福
島
県
東
日
本
大
震
災
災
害
廃
棄
物
処
理
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
東
日
本
大
震
災
災
害
廃
棄
物
処
理
基
金
条
例
（
平
成
二
十
四
年
福
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
災
害
廃
棄
物
処
理
基
金
条
例

第
一
条
中
「
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
」
を
削

り
、
「
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
」
を
「
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を

図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
指
───────────────────────────────────────────────────────────
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定
さ
れ
た
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
生
じ
た
」
に
、
「
福
島
県
東
日
本
大
震
災
災
害
廃
棄
物
処
理
基
金
」

を
「
福
島
県
災
害
廃
棄
物
処
理
基
金
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
一
般
廃
棄
物
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
四
号

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

浴
室

浴
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
客
室
に
設
置
さ
れ
、
宿
泊
者
が
浴

槽
水
を
入
れ
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
浴
室
に
つ
い
て
は
、
イ
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
は
適
用

し
な
い
。

ア

清
浄
な
湯
及
び
水
を
十
分
に
供
給
す
る
こ
と
。

イ

浴
槽
水
（
浴
槽
内
の
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
水
質
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目

に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

項
目

基
準

濁
度

五
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
知
事
が
入
浴
者
の
衛
生
上
支

障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

有
機
物
（
全
有
機

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ

炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）

き
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
、
又
は
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費

の
量
）
又
は
過
マ

量
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ

た
だ
し
、
知
事
が
入
浴
者
の
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合

ム
消
費
量

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

大
腸
菌
群

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
個
以
下
で
あ
る
こ
と
。

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
（
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
Ｃ
Ｆ
Ｕ
未

満
。
）
。

ウ

毎
日
完
全
に
換
水
し
て
い
る
浴
槽
水
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
連
日
使
用
し
て
い
る
浴
槽
水

は
、
一
年
に
二
回
以
上
（
た
だ
し
、
浴
槽
水
の
消
毒
が
塩
素
消
毒
で
な
い
場
合
に
は
、
一
年
に

四
回
以
上
。
）
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
水
質
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
検
査
結
果
判
明
の

日
の
直
後
の
四
月
一
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
管
す
る
こ
と
。

エ

浴
槽
水
は
、
毎
日
入
れ
替
え
る
こ
と
。
た
だ
し
、
浴
槽
水
を
循
環
式
ろ
過
装
置
で
ろ
過
し
、

か
つ
、
消
毒
設
備
で
消
毒
す
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
入
れ
替
え
る
こ
と
。

オ

循
環
装
置
に
よ
り
浴
槽
水
を
循
環
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
循
環
水
の
誤
飲
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

カ

洗
い
お
け
及
び
腰
掛
を
浴
室
に
備
え
る
場
合
は
、
清
潔
な
も
の
を
用
い
る
こ
と
。

キ

脱
衣
か
ご
、
脱
衣
棚
等
は
、
常
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
五
号

福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
イ

中
「
同
表
の
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
検
査
に
お
い
て
、
」
を

(ｳ)

削
り
、
「
中
欄
」
を
「
下
欄
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
イ

の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(ｳ)

項
目

基
準

濁
度

五
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
知
事
が
入
浴
者
の
衛
生
上
支

障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

有
機
物
（
全
有

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ

機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ

き
八
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
、
又
は
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費

Ｃ
）
の
量
）
又

量
は
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

は
過
マ
ン
ガ
ン

た
だ
し
、
知
事
が
入
浴
者
の
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合

酸
カ
リ
ウ
ム
消

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

費
量

大
腸
菌
群

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
一
個
以
下
で
あ
る
こ
と
。

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属

検
出
さ
れ
な
い
こ
と
（
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
Ｃ
Ｆ
Ｕ
未

菌

満
。
）
。

第
四
条
第
三
号
イ
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

(ｺ)

(ｻ)

(ｴ)

(ｹ)

(ｵ)

(ｺ)

(ｳ)

に
加
え
る
。

毎
日
完
全
に
換
水
し
て
い
る
浴
槽
水
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
連
日
使
用
し
て
い
る
浴
槽

(ｴ)

───────────────────────────────────────────────────────────
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水
は
、
一
年
に
二
回
以
上
（
た
だ
し
、
浴
槽
水
の
消
毒
が
塩
素
消
毒
で
な
い
場
合
に
は
、
一

年
に
四
回
以
上
。
）
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
水
質
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
は
検
査
結
果

判
明
の
日
の
直
後
の
四
月
一
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
管
す
る
こ
と
。

第
六
条
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

(ｷ)

(ｸ)

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
六
号

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
百
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
中
「
南
相
馬
市
」
を
「
南
相
馬
市

会
津
坂
下
町
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
四
条
各
号
に

掲
げ
る
事
務
に
係
る
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又

は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
知

事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
会
津
坂
下
町
の
長
が
管

理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
会
津
坂
下
町
の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
会
津
坂
下
町
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ

た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
七
号

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
中
「
南
相
馬
市
」
を
「
南
相
馬
市

会
津
坂
下
町
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特

例
に
関
す
る
条
例
本
則
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
通
知
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で
、
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
い
て
は
会
津
坂
下
町
の
長
が
通
知
す
る
こ
と
と
な

る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
会
津
坂
下
町
の
長
が

し
た
通
知
と
み
な
す
。

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
八
号

福
島
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「

綿
羊
、
や
ぎ
又
は

「

綿
羊
、
や
ぎ
、
豚
、
し
か

頭
に
つ
き
五
百
三

又
は
い
の
し
し
一
頭
に
つ

豚
又
は
い
の
し
し

き
五
百
三
十
円
（
豚
の
流

第
三
条
第
一
項
の
表
二
の
項
中

を

つ
き
三
百
四
十
円

行
性
脳
炎
予
防
注
射
に
つ

流
行
性
脳
炎
予
防

い
て
は
、
一
頭
に
つ
き
千

つ
い
て
は
、
一
頭

百
円
）

」

千
百
円
）

し
か
一

十
円

一
頭
に

（
豚
の

に
改
め
る
。

注
射
に

に
つ
き

」
附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
畜

産

課
）

福
島
県
条
例
第
六
十
九
号

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
管
理
す
る
者
」
の
下
に
「
又
は
広
告
物
若
し

く
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
管
理
者
設
置
義
務
）

第
十
四
条
の
二

広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
掲
出
物
件
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該
広
告
物
又
は
当
該
掲

出
物
件
を
管
理
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出

物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
管
理
す
る
者
は
、
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
者
（
以
下
「
屋
外
広
告
士
」

と
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
義
務
）

第
十
四
条
の
三

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件

の
本
体
、
接
合
部
、
支
持
部
分
等
の
劣
化
、
損
傷
等
の
状
況
の
点
検
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
を
行
う
者
は
、
屋
外
広
告
士
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有

す
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
五
条
、
第
六
条
第
四
項
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
は
、
第
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
の
更
新
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
結
果
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
又
は
掲
出
物
件
を
設
置
す
る
者
」
を
「
若
し
く
は
当
該
掲
出
物
件
を
設
置
し
、

又
は
こ
れ
ら
を
管
理
す
る
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
」

を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

屋
外
広
告
士

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る

改
正
規
定
（
第
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
三
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和

四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
計
画
課
）

福
島
県
条
例
第
七
十
号

福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
工
業
用
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「13.50円

」
を
「13.20円

」
に
、
「27.00円

」
を
「26.40

円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「6.90円

」
を
「8.70円

」
に
、
「13.80円

」
を
「17.40

円

」
に
改
め
、
同
表
小
名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「2.80円

」
を
「2.90円

」
に
、
「5.60円

」
を
「5.80

円

」
に
改
め
、
同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「48.00円

」
を
「45.20円

」
に
、
「96.00円

」
を
「90.40

円

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.36円

」
を
「1.33円

」
に
、
「13.50円

」
を
「13.20円

」

に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道
の
項
中
「2.26円

」
を
「2.85円

」
に
、
「6.90円

」
を
「8.70円

」

に
改
め
、
同
表
小
名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「0.54円

」
を
「0.56円

」
に
、
「2.80円

」
を
「2.90

円

」
に
改
め
、
同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「3.48円

」
を
「3.28円

」
に
、
「48.00円

」
を
「45.20
円

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
磐
城
工
業
用
水
道
の
項
中
「1.36円

」
を
「1.33円

」
に
改
め
、
同
表
勿
来
工
業
用
水
道

の
項
中
「2.26円

」
を
「2.85円

」
に
改
め
、
同
表
小
名
浜
工
業
用
水
道
の
項
中
「0.54円

」
を
「0.56

円

」
に
改
め
、
同
表
相
馬
工
業
用
水
道
の
項
中
「3.48円

」
を
「3.28円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
営
・
販
売
課
）


